
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

社会保険料や税制は毎年改正が行われます。今年の主な改正や変更を見て 

みましょう。 

   

2020 年 1 月 基礎控除額・給与所得控除額・公的年金等控除額の

見直し 

 

4 月 国民年金保険料の引き上げ 月額 16,540 円 

４月 高等教育の就学支援新制度実施 授業料等減免 

給付型奨学金 

9 月 マイナポイント事業開始 

＊マイナポイントはマイナンバーカードを使った

事業です。 

キャッシュレス決済対象 

2021 年 3 月末まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅ローン等の支払いが困難な方は、借りている銀行に相談してみましょう。他にも個人や事業者

を対象にさまざまな支援策がでています。「福岡県 新型コロナウイルス感染症ポータル」の HP や

「内閣府（新型コロナウイルス感染症対策関連情報）」の HP に掲載されています。該当の窓口へ相

談しましょう。 

  

【お問い合わせ】 エフコープ 組合員活動部内 LPA 活動事務局 

TEL：０９２－９４７－９００３  FAX：０９２－９４７－９１９２ 

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減ったり仕事を失った

方には下記の支援策があります。必ずお住まいの市町村へお問合わ

せください 
・生活資金に不安がある方への貸付制度 
・国民健康保険料、国民年金保険料、公共料金が払えない方への

減免・猶予制度 
・家賃が払えない方への住居確保給付金、家賃の減額・支払い猶

予制度 等 
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LPA は組合員の「くらしの安心・安全」を守るお手伝いをしています。 


